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新人権発第１４３号

平成２８年９月２６日

新座市男女共同参画審議会

会 長 岡村 清子 様

新座市長 並 木 傑

第２次新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画について（諮問）

本市では、配偶者等からの暴力（以下「ＤＶ」という。）について、犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるとともに、男女共同参画の推進を阻害するものとの

認識の下、新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画に基づき、これま

でに様々な施策を実施してまいりましたが、本年度は、当該計画の目標年次となりま

した。

つきましては、ＤＶ防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画を

新たに策定するものですが、この計画案について、貴審議会の意見を求めます。

平成２９年２月２０日

新座市長 並 木 傑 様

新座市男女共同参画審議会

会 長 岡 村 清 子

第２次新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画について（答申）

平成２８年９月２６日付けで諮問されました「第２次新座市配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援基本計画」について、新座市男女共同参画審議会において慎重

に審議してまいりました。

この度、「第２次新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」の案と

して取りまとめましたので、答申いたします。

第２次新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援

基本計画策定についての諮問・答申
１
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【第９期】 （任期 平成２８年９月１日～平成３０年８月３１日）

（敬称略・５０音順）

◎会長 ○副会長

氏 名 備 考

岩沢 喜美 舞踊家・文化協会理事

岩瀬 清子 大学生

◎ 岡村 清子 東京女子大学現代教養学部教授

○ 神谷 秀樹 老人デイサービスセンター晴和苑相談員

佐野 美生 専業主婦

髙田 有子 清瀬市男女共同参画センター職員

德野 裕子
十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科

准教授

平山 清 自由業

矢島 淳子 さいたま市立土合公民館社会教育指導員

吉田 紀生 観光都市づくり推進市民会議委員・文化協会理事

新座市男女共同参画審議会委員名簿２
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月 日 事 項 内 容

平成２８年
９月２０日

新座市ドメスティック・バイオレン

ス対策庁内連携会議
計画体系図の検討

９月２６日 第１回男女共同参画審議会
審議会に計画案を諮問、体系図の検

討

１１月１４日 第２回男女共同参画審議会 計画中間報告案の検討・決定

１２月 ５日

～

１２月２０日

市民意見募集 ―

平成２９年
２月２０日

第３回男女共同参画審議会
計画中間報告意見の検討

最終報告案の検討・決定

２月２０日 答申 審議会が市に計画案を答申

３月１４日 庁議 計画の決定

計画策定の経過３
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市民の家庭、地域、職場など様々な場面における男女平等に関する意識と実態を調査するために実施したも

ので、調査結果については、市ホームページ及び公民館等で閲覧することができます。

調査期間 平成２６年９月１８日（木）～１０月３日（金）

調査対象 新座市に在住する２０歳以上の方 ２，０００人

調査方法 郵送配布・郵送回収

回収結果

回収数
８９４人

（女性：４５６人、男性：３５６人、回答しない：２人、無回答：８０人）

有効回収率 ４４．７％（女性：４５.６％、男性：３５.６％）

調査内容

(1) 就業

(2) 家庭生活

(3) 教育

(4) 人権

(5) 介護 (9) 自由意見

(6) 社会参加

(7) 防災

(8) 男女平等

新座市男女平等意識・実態調査４
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◆新座市男女共同参画推進条例

平成１２年６月１５日 条例第３７号

目次

前文

第１章 総則(第１条―第８条)

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第９条―第１６条)

第３章 男女共同参画審議会(第１７条―第２３条)

第４章 雑則(第２４条)

附則

すべて人は平等な存在であり、男性と女性は、対等

なパートナーとして互いの人権を尊重しなければなら

ない。

私たちのまち新座においては、にいざ男女平等行動

プランを策定する一方、市民自らがその行動指針とし

て新座それいゆアクションプログラムを作成するなど、

市民と行政が一体となり男女平等の推進に努めてきた。

しかしながら、現状では、統計や意識調査などが示

すように、高い割合を占める核家族世帯の中で出産や

子育てを機に就労を中断する女性が多く、性別による

固定的な役割分担などに基づく社会の制度や慣行が今

なお根強く存在している。

少子・高齢化、情報化、国際化等が急速に進展する

社会において、私たちのまち新座が豊かで活力ある都

市としてさらに発展を続けるためには、男女が、従来

の性別による固定的な役割分担などの概念にとらわれ

ることなく、社会の対等な構成員として、自らの意思

と責任によりあらゆる分野の活動に共に参画すること

が重要である。

ここに、私たちは、男女共同参画社会の形成を推進

し、男性も女性も平等にいきいきと暮らすことができ

る元気の出るまち新座を築くため、この条例を制定す

る。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基

本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らか

にするとともに、市の施策について必要な事項を定

めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的

に推進し、もって豊かで活力あるまちづくりに寄与

することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員と

して、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

ことをいう。

(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を是正するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。

(3) 性と生殖に関する健康と権利 身体に妊娠、出

産等の固有の仕組みを有する女性が、身体的、精

神的及び社会的に完全に良好な状態にあること並

びに妊娠、出産等の意思決定に権利を持つことを

いう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動によ

り相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対

する相手方の対応によって不利益を与えることを

いう。

（基本理念）

第３条 男女共同参画の推進は、家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野において、男女の

個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接

的であるか間接的であるかを問わす性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を

発揮する機会が確保されることその他の男女の人権

が尊重されることを旨として、行われなければなら

ない。

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固

定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣

行が男女の社会における活動の自由な選択に対して

影響を及ぼすことのないよう配慮されなければなら

ない。

３ 男女共同参画の推進は、市における施策又は事業

者における方針の立案及び決定に、男女が共同して

参画する機会が確保されることを旨として、行われ

なければならない。

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介

護その他の家庭生活における活動及び社会生活にお

ける活動に対等に参画することができるようにする

ことを旨として、行われなければならない。

関係法令等５
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５ 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に

関する健康と権利が尊重されることを旨として、行

われなければならない。

６ 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と

密接な関係を有していることを考慮して行われなけ

ればならない。

（市の責務）

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理

念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に

関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。

２ 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

男女共同参画の推進に配慮するものとする。

３ 市は、男女共同参画の推進に当たり、国及び他の

地方公共団体、事業者並びに市民と連携して取り組

むものとする。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活

動を行うに当たっては、男女が共同して参画するこ

とができる体制の整備に積極的に取り組むとともに、

市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するよう努めなければならない。

（市民の責務）

第６条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、

学校、地域その他の社会のあらゆる分野に、自ら積

極的に参画するとともに、市が実施する男女共同参

画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。

（セクシュアル・ハラスメント等の禁止）

第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域等において、

セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

２ 何人も、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的

行為は、配偶者等に対しても、これを行ってはなら

ない。

（公衆に表示する情報に関する留意）

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別

による固定的な役割分担又はセクシュアル・ハラス

メント等を助長し、又は連想させる表現及び過度の

性的な表現を行わないよう努めなければならない。

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施

策

（基本計画）

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の

推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」とい

う。)を策定するものとする。

２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民

の意見を聴くとともに、新座市男女共同参画審議会

に諮問しなければならない。

３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこ

れを公表するものとする。

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用す

る。

（事業者及び市民の理解を深めるための措置）

第１０条 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関

する事業者及び市民の理解を深めるよう適切な措置

を講じるものとする。

（事業者及び市民の活動に対する支援）

第１１条 市は、事業者及び市民が行う男女共同参画

の推進に関する活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講じるものとする。

（積極的格差是正措置）

第１２条 市は、家庭、職場、学校、地域その他の社

会のあらゆる分野における活動について、男女間に

参画する機会の格差が生じている場合、事業者及び

市民と協力し、積極的格差是正措置を講じられるよ

う努めるものとする。

２ 市は、審議会等における委員を委嘱し、又は任命

する場合にあっては、積極的格差是正措置を講じる

ことにより、できる限り男女の均衡を図るものとす

る。

（推進体制の整備）

第１３条 市は、男女共同参画の推進に関する施策等

について総合的かつ計画的に取り組むための組織の

構築及び充実に努めるものとする。

（相談窓口）

第１４条 市は、市民が性別による差別的取扱いその

他の男女共同参画の推進を阻害する要因によって人

権を侵害された場合の相談を受けるために窓口を置

くものとする。

２ 市は、前項の相談を受けた場合においては、他の

関係機関等と連携をとり、必要な支援を行うよう努

めるものとする。

（情報の収集及び分析）

第１５条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を

効果的に実施するため、必要な情報の収集及び分析

を行うものとする。

（年次報告）

第１６条 市長は、男女共同参画の推進状況及び男女

共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかに

する年次報告書を作成し、これを公表するものとす

る。

第３章 第３章 男女共同参画審議会

（設置）

第１７条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議するた

め、新座市男女共同参画審議会(以下「審議会」と

いう。)を置く。

（所掌事項）

第１８条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画に

関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要

事項を審議する。

２ 審議会は、その議決により、男女共同参画の推進

に関する重要事項について調査研究し、その成果に

基づいて、市長に意見を述べ、又は提言することが

できる。

（組織）

第１９条 審議会は、委員１０人以内をもって組織す

る。

２ 委員は、男女共同参画の推進に関し識見を有する

者のうちから市長が委嘱する。この場合において、
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市長は、委員の一部を公募により選出するよう努め

るものとする。

（任期）

第２０条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任

を妨げない。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第２１条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委

員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第２２条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くこ

とができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第２３条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

第４章 雑則

（委任）

第２４条 この条例に定めるもののほか、男女共同参

画の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成１２年７月１日から施行する。た

だし、第１４条の規定は、同年１０月１日から施行す

る。

附 則(平成２０年条例第３５号)抄

（施行期日）

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。
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◆新座市ドメスティック・バイオレンス対策庁内連携会議設置要綱

（平成２３年３月３０日市長決裁）

（設置）

第１条 配偶者や恋人等親密な関係にあるパートナー

から受ける身体に対する暴力、精神的暴力、性的暴

力、経済的暴力又は子どもを利用した暴力等（ドメ

スティック・バイオレンス。以下「ＤＶ」とい

う。）の防止並びにＤＶの被害者の保護及び自立支

援（以下「ＤＶ対策」という。）について、庁内関

係機関が連携し、的確かつ迅速に行うため、新座市

事務分掌規則（平成２１年新座市規則第１６号）第

３条の規定に基づき、新座市ドメスティック・バイ

オレンス対策庁内連携会議（以下「連携会議」とい

う。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 連携会議の所掌事務は、次のとおりとする。

ＤＶ対策に関して、庁内の連携及び必要な情報の

共有を図ること。

ＤＶ対策に関する機関、団体等と連携し、必要な

情報交換を行うこと。

ＤＶ対策に関する啓発及び研修に関すること。

前３号に掲げるもののほか、連携会議が必要と認

める事項に関すること。

（構成）

第３条 連携会議は、別表に掲げる職にある者をもっ

て構成する。

２ 会長は、総務部人権推進課長の職にある者をもっ

て充てる。

３ 会長は、連携会議を総括する。

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名

する者がその職務を代理する。

（会議）

第４条 連携会議は、会長が招集する。

２ 会長は、特に必要と認めるときは、構成員以外の

職員の出席を求めることができる。

（庶務）

第５条 連携会議の庶務は、総務部人権推進課におい

て処理する。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運

営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２３年３月３０日から実施する。

附 則（平成２３年３月３１日決裁）

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。

附 則（平成２６年３月３１日決裁）

この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。

別表（第３条関係）

部 名 職 名

総 務 部 人 事 課 長

人 権 推 進 課 長

市 政 情 報 課 長

企画財政部 市 民 税 課 長

市民環境部 市 民 課 長

経済観光部 経 済 振 興 課 長

福 祉 部 生 活 福 祉 課 長

障 が い 者 福 祉 課 長

子 育 て 支 援 課 長

児 童 福 祉 課 長

健康増進部 長 寿 支 援 課 長

介 護 保 険 課 長

国 保 年 金 課 長

保 健 セ ン タ ー 所 長

都市整備部 ま ち づ く り 計 画 課 長

学校教育部 学 務 課 長

指 導 課 長

教育相談センター室長
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◆新座市ドメスティック・バイオレンス対策ネットワーク会議開催要綱

（平成２３年３月３０日市長決裁）

（趣旨）

第１条 本市における配偶者や恋人等親密な関係にあ

るパートナーから受ける身体に対する暴力、精神的

暴力、性的暴力、経済的暴力又は子どもを利用した

暴力等（ドメスティック・バイオレンス。以下「Ｄ

Ｖ」という。）の防止並びにＤＶの被害者の保護及

び自立支援（以下「ＤＶ対策」という。）の推進に

当たり、関係する機関及び団体からの意見又は助言

を求めるため、新座市ドメスティック・バイオレン

ス対策ネットワーク会議（以下「会議」という。）

を開催することに関し必要な事項を定めるものとす

る。

（意見等を求める事項）

第２条 会議において意見又は助言を求める事項は、

次のとおりとする。

ＤＶに関する地域社会への啓発活動に関すること。

ＤＶ対策に関する情報交換及び研修に関すること。

前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める

事項

（参加者）

第３条 市長は、次に掲げる者のうちから、会議への

参加を求めるものとする。

別表１に掲げる職にある市職員

別表２に掲げる機関の職員、構成員又は委員

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める

者

（運営）

第４条 会議は、総務部長が座長となる。ただし、総

務部長が不在のときは、人権推進課長がその職務を

代理する。

２ 市長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出

席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料

の提出を求めることができる。

（秘密の保持）

第５条 会議の参加者及び前条第２項の規定により会

議に出席した者は、会議を通じて知り得た個人情報

の内容を漏らしてはならない。

（庶務）

第６条 会議の庶務は、総務部人権推進課において処

理する。

（施行の細目）

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必

要な事項は、市長が定める。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。

別表１（第３条関係）

別表２（第３条関係）

部名 職名

総 務 部 総 務 部 長

人 事 課 長

人 権 推 進 課 長

市 政 情 報 課 長

市民環境部 市 民 課 長

福 祉 部 生 活 福 祉 課 長

障 が い 者 福 祉 課 長

子 育 て 支 援 課 長

児 童 福 祉 課 長

健康増進部 長 寿 支 援 課 長

保 健 セ ン タ ー 所 長

学校教育部 学 務 課 長

指 導 課 長

教育相談センター室長

機 関 名

埼 玉 県 婦 人 相 談 セ ン タ ー

埼 玉 県 所 沢 児 童 相 談 所

埼 玉 県 朝 霞 保 健 所

埼 玉 県 新 座 警 察 署

一 般 社 団 法 人 朝 霞 地 区 医 師 会

新 座 市 民 生 ・ 児 童 委 員 協 議 会

さ い た ま 人 権 擁 護 委 員 協 議 会
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◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

平成１３年４月１３日 法律第３１号

目次

前文

第１章 総則(第１条・第２条)

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等(第２条の２・第２条の３)

第２章 配偶者暴力相談支援センター等(第３条―第５条)

第３章 被害者の保護(第６条―第９条の２)

第４章 保護命令(第１０条―第２２条)

第５章 雑則(第２３条―第２８条)

第５章の２ 補則（第２８条の２）

第６章 罰則(第２９条・第３０条)

附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者

の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、

経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を

加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の

妨げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被

害者を保護するための施策を講ずることが必要である。

このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めて

いる国際社会における取組にも沿うものである。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律

を制定する。

第１章 総則

（定義）

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な

影響を及ぼす言動(以下この項及び第２８条の２に

おいて「身体に対する暴力等」と総称する。)をい

い、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離

婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の自立を支援することを

含め、その適切な保護を図る責務を有する。

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣(以下この条及び次条第５項に

おいて「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基

本的な方針(以下この条並びに次条第１項及び第３

項において「基本方針」という。)を定めなければ

ならない。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町

村基本計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な事項

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の内容に関する事項

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する重要事項

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。

（都道府県基本計画等）

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

(以下この条において「都道府県基本計画」とい

う。)を定めなければならない。

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な方針

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施内容に関する事項

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する重要事項

３ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者
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の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

(以下この条において「市町村基本計画」という。)

を定めるよう努めなければならない。

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要

な助言その他の援助を行うよう努めなければならな

い。

第２章 配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相

談所その他の適切な施設において、当該各施設が配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするものとする。

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものとす

る。

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。

(1) 被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関

を紹介すること。

(2) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的

又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこ

と。

(3) 被害者(被害者がその家族を同伴する場合

にあっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第６号、第５条及び第８条の３において同

じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護

を行うこと。

(4) 被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。

(5) 第４章に定める保護命令の制度の利用について、

情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援

助を行うこと。

(6) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこと。

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行うものとする。

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。

（婦人相談員による相談等）

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。

（婦人保護施設における保護）

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の

保護を行うことができる。

第３章 被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

第６条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。)を受けている者を発見した者は、そ

の旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報するよう努めなければならない。

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報す

ることができる。この場合において、その者の意思

を尊重するよう努めるものとする。

３ 刑法(明治４０年法律第４５号)の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項

の規定により通報することを妨げるものと解釈して

はならない。

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等）

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けること

を勧奨するものとする。

（警察官による被害の防止）

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法(昭和２９年

法律第１６２号)、警察官職務執行法(昭和２３年法

律第１３６号)その他の法令の定めるところにより、

暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。

（警察本部長等の援助）

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長(道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい

ては、方面本部長。第１５条第３項において同

じ。)又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力

を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定め

るところにより、当該被害を自ら防止するための措

置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）

第８条の３ 社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)に

定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事

務所」という。)は、生活保護法(昭和２５年法律第

１４４号)、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４

号)、母子及び寡婦福祉法(昭和３９年法律第１２９

号)その他の法令の定めるところにより、被害者の

自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
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第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、

その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図り

ながら協力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る

職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を

受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう

努めるものとする。

第４章 保護命令

（保護命令）

第１０条 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下こ

の章において同じ。)を受けた者に限る。以下この

章において同じ。)が、配偶者からの身体に対する

暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第

１２条第１項第２号において同じ。)により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合

にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き受け

る身体に対する暴力。同号において同じ。)により、

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者。以下この条、同項第３

号及び第４号並びに第１８条第１項において同じ。)

に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第２号に掲げる事項については、申立ての

時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共

にする場合に限る。

(1) 命令の効力が生じた日から起算して６月間、被

害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この号において同じ。)そ

の他の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないこと。

(2) 命令の効力が生じた日から起算して２月間、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去す

ること及び当該住居の付近をはいかいしてはなら

ないこと。

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令

の効力が生じた日から起算して６月を経過する日ま

での間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの

行為もしてはならないことを命ずるものとする。

(1) 面会を要求すること。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(4) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシ

ミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを

送信すること。

(5) 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から

午前６時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信する

こと。

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し、若しくは

その知り得る状態に置くこと。

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子(以下この項及び次項並びに第

１２条第１項第３号において単に「子」という。)

と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を

連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第

１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号

の規定による命令の効力が生じた日から起算して６

月を経過する日までの間、当該子の住居(当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。)、就学する学校その他の場所

において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、当該子が１５歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被

害者の親族その他被害者と社会生活において密接な

関係を有する者(被害者と同居している子及び配偶

者と同居している者を除く。以下この項及び次項並

びに第１２条第１項第４号において「親族等」とい

う。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言

動を行っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると認

めるときは、第１項第１号の規定による命令を発す

る裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して６月を経過する日までの間、当該親族

等の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。)その他の

場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は

当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する
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場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。

５ 前項の申立ては、当該親族等(被害者の１５歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。)の同意

(当該親族等が１５歳未満の者又は成年被後見人で

ある場合にあっては、その法定代理人の同意)があ

る場合に限り、することができる。

（管轄裁判所）

第１１条 前条第１項の規定による命令の申立てに係

る事件は、相手方の住所(日本国内に住所がないと

き又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄に属する。

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることが

できる。

(1) 申立人の住所又は居所の所在地

(2) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫が行われた地

（保護命令の申立て）

第１２条 第１０条第１項から第４項までの規定によ

る命令(以下「保護命令」という。)の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫を受けた状況

(2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者

から受ける身体に対する暴力により、生命又は身

体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める

に足りる申立ての時における事情

(3) 第１０条第３項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため当該命令を発する必要がある

と認めるに足りる申立ての時における事情

(4) 第１０条第４項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため当該命令を発する必要があると認める

に足りる申立ての時における事情

(5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職

員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びそ

の事実があるときは、次に掲げる事項

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警

察職員の所属官署の名称

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置

の内容

２ 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第５

号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、

申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事

項についての申立人の供述を記載した書面で公証人

法(明治４１年法律第５３号)第５８条ノ２第１項の

認証を受けたものを添付しなければならない。

（迅速な裁判）

第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件に

ついては、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会

うことができる審尋の期日を経なければ、これを発

することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することができ

ない事情があるときは、この限りでない。

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまでに掲

げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に

対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求め

た際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を

記載した書面の提出を求めるものとする。この場合

において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとす

る。

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長

又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは

保護を求められた職員に対し、同項の規定により書

面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めるこ

とができる。

（保護命令の申立てについての決定等）

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足

りる。

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日におけ

る言渡しによって、その効力を生ずる。

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を

管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知する

ものとする。

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第１２条第１項第５号イからニま

でに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官

は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、

当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援

センター(当該申立書に名称が記載された配偶者暴

力相談支援センターが２以上ある場合にあっては、

申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは

保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援セ

ンター)の長に通知するものとする。

５ 保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ

る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所

も、この処分を命ずることができる。

４ 前項の規定により第１０条第１項第１号の規定に

よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同条

第２項から第４項までの規定による命令が発せられ
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ているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止を

も命じなければならない。

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。

６ 抗告裁判所が第１０条第１項第１号の規定による

命令を取り消す場合において、同条第２項から第４

項までの規定による命令が発せられているときは、

抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければなら

ない。

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命

令について、第３項若しくは第４項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを

取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、そ

の旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい

て準用する。

（保護命令の取消し）

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令

の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該

保護命令を取り消さなければならない。第１０条第

１項第１号又は第２項から第４項までの規定による

命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じ

た日から起算して３月を経過した後において、同条

第１項第２号の規定による命令にあっては当該命令

が効力を生じた日から起算して２週間を経過した後

において、これらの命令を受けた者が申し立て、当

該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議が

ないことを確認したときも、同様とする。

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の規

定による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。

３ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項

の場合について準用する。

（第１０条第１項第２号の規定による命令の再度の

申立て）

第１８条 第１０条第１項第２号の規定による命令が

発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由

となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の

再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と

共に生活の本拠としている住居から転居しようとす

る被害者がその責めに帰することのできない事由に

より当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算

して２月を経過する日までに当該住居からの転居を

完了することができないことその他の同号の規定に

よる命令を再度発する必要があると認めるべき事情

があるときに限り、当該命令を発するものとする。

ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の

生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当

該命令を発しないことができる。

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定

の適用については、同条第１項各号列記以外の部分

中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号

及び第５号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文

の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第１号及び第２号に掲げる事項並びに

第１８条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同

項第１号から第４号までに掲げる事項」とあるのは

「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第１８

条第１項本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄

写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に

関する事項の証明書の交付を請求することができる。

ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関

し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達が

あるまでの間は、この限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）

第２０条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の

管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその

職務を行うことができない場合には、法務大臣は、

当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務

する法務事務官に第１２条第２項(第１８条第２項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の

認証を行わせることができる。

（民事訴訟法の準用）

第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、

保護命令に関する手続に関しては、その性質に反し

ない限り、民事訴訟法(平成８年法律第１０９号)の

規定を準用する。

（最高裁判所規則）

第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令に

関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で

定める。

第５章 雑則

（職務関係者による配慮等）

第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜

査、裁判等に職務上関係のある者(次項において

「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当

たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境

等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わず

その人権を尊重するとともに、その安全の確保及び

秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解

を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとす

る。

（教育及び啓発）

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び

啓発に努めるものとする。

（調査研究の推進等）

第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更

生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復

させるための方法等に関する調査研究の推進並びに

被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努

めるものとする。

（民間の団体に対する援助）

第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民

間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるもの

とする。

（都道府県及び市の支弁）

第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁

しなければならない。
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(1) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務

を行う婦人相談所の運営に要する費用(次号に掲

げる費用を除く。)

(2) 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所

が行う一時保護(同条第４項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合

を含む。)に要する費用

(3) 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する

婦人相談員が行う業務に要する費用

(4) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護(市

町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託

して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事

務に要する費用

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければ

ならない。

（国の負担及び補助）

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府

県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、

同項第１号及び第２号に掲げるものについては、そ

の１０分の５を負担するものとする。

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の１０分の５以内を補助することができる。

(1) 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費

用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの

(2) 市が前条第２項の規定により支弁した費用

第５章の２ 補則

（この法律の準用）

第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの

規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係にお

ける共同生活に類する共同生活を営んでいないもの

を除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該

関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、

当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受

けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっ

ては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者

について準用する。この場合において、これらの規

定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第２８条の

２に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替

えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれの同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

第２条 被害者 被害者（第２８

条の２に規定す

る関係にある相

手からの暴力を

受 け た 者 を い

う。以下同じ。）

第６条第１

項

配偶者又は配偶

者であった者

同条に規定する

関係にある相手

又は同条に規定

する関係にある

相手であった者

第１０条第

１項から第

４項まで、

第１１条第

２ 項 第 ２

配偶者 第２８条の２に

規定する関係に

ある相手

第６章 罰則

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用す

る第１０条第１項から第４項までの規定によるもの

を含む。次条において同じ。）に違反した者は、１

年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

第３０条 第１２条第１項(第１８条第２項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。)又は第２８

条の２において読み替えて準用する第１２条第１項

（第２８条の２において準用する第２８条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定により記載すべき事項について虚偽の記載のある

申立書により保護命令の申立てをした者は、１０万

円以下の過料に処する。

附 則 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。ただし、第２章、第６条

(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、

第７条、第９条(配偶者暴力相談支援センターに係

る部分に限る。)、第２７条及び第２８条の規定は、

平成１４年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に対

し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して

相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合におけ

る当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に

関する第１２条第１項第４号並びに第１４条第２項

及び第３項の規定の適用については、これらの規定

中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。

（検討）

第３条 この法律の規定については、この法律の施行

後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。

号、第１２

条第１項第

１号から第

４号まで及

び第１８条

第１項

第１０条第

１項

離婚をし、又は

その婚姻が取り

消された場合

第２８条の２に

規定する関係を

解消した場合
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◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針（概要）

平成２５年１２月２６日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第 1 号

※ 平成２６年１０月１日 一部改正

第１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な事項

１ 基本的な考え方

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも

含む重大な人権侵害である。

２ 我が国の現状

平成１３年４月、法が制定され、基本方針

の策定等を内容とする平成１６年５月、平成

１９年７月の法改正を経て、平成２５年６月

に生活の本拠を共にする交際相手からの暴力

及び被害者についても配偶者からの暴力及び

被害者に準じて法の適用対象とする法改正が

行われ、平成２６年１月３日に施行された。

３ 基本方針並びに都道府県基本計画及び市町村基

本計画

⑴ 基本方針

基本方針は、都道府県基本計画及び市町村基

本計画の指針となるべきものである。基本方針

の内容についても、法と同様、生活の本拠を共

にする交際相手からの暴力及び被害者について

準用することとする。

⑵ 都道府県基本計画及び市町村基本計画

基本計画は、第一線で中心となって施策に取

り組む地方公共団体が策定するものである。策

定に当たっては、それぞれの都道府県又は市町

村の状況を踏まえた計画とするとともに、都道

府県と市町村の役割分担についても、基本方針

を基に、地域の実情に合った適切な役割分担と

なるよう、あらかじめ協議することが必要であ

る。被害者の立場に立った切れ目のない支援の

ため、都道府県については、被害者の支援にお

ける中核として、一時保護等の実施、市町村へ

の支援、職務関係者の研修等広域的な施策等、

市町村については、身近な行政主体の窓口とし

て、相談窓口の設置、緊急時における安全の確

保、地域における継続的な自立支援等が基本的

な役割として考えられる。

第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の内容に関する事項

１ 配偶者暴力相談支援センター

都道府県の支援センターは、都道府県における

対策の中核として、処遇の難しい事案への対応や

専門的・広域的な対応が求められる業務にも注力

することが望ましい。市町村の支援センターは、

身近な行政主体における支援の窓口として、その

性格に即した基本的な役割について、積極的に取

り組むことが望ましい。また、民間団体と支援セ

ンターとが必要に応じ、機動的に連携を図りなが

ら対応することが必要である。

２ 婦人相談員

婦人相談員は、被害者に関する各般の相談に応

じるとともに、その態様に応じた適切な援助を行

うことが必要である。

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等

⑴ 通報

都道府県及び市町村は、被害者を発見した者

は、その旨を支援センター又は警察官に通報す

るよう努めることの周知を図ることが必要であ

る。医師その他の医療関係者等は、被害者を発

見した場合には、守秘義務を理由にためらうこ

となく、支援センター又は警察官に対して通報

を行うことが必要である。

⑵ 通報等への対応

支援センターにおいて、国民から通報を受け

た場合は、通報者に対し、被害者に支援センタ

ーの利用に関する情報を教示してもらうよう協

力を求めることが必要である。医療関係者から

通報を受けた場合は、被害者の意思を踏まえ、

当該医療機関に出向く等により状況を把握し、

被害者に対して説明や助言を行うことが望まし

い。警察において、配偶者からの暴力が行われ

ていると認めた場合は、暴力の制止に当たると

ともに、応急の救護を要すると認められる被害

者を保護することが必要である。

４ 被害者からの相談等

⑴ 配偶者暴力相談支援センター

電話による相談があった場合は、その訴え

に耳を傾け、適切な助言を行うこと、また、

面接相談を行う場合は、その話を十分に聴い

た上で、どのような援助を求めているのかを

把握し、問題解決に向けて助言を行うことが

必要である。

⑵ 警察

被害者からの相談において意思決定を支援す

るなど、被害者の立場に立った適切な対応を行

うとともに、相談に係る事案が刑罰法令に抵触

すると認められる場合には、被害者の意思を踏

まえ捜査を開始するほか、刑事事件として立件

が困難であると認められる場合であっても、加

害者に対する指導警告を行うなどの措置を講ず

ることが必要である。被害者から警察本部長等

の援助を受けたい旨の申出があり、その申出を

相当と認めるときは、国家公安委員会規則で定

めるところにより、必要な援助を行うことが必

要である。

⑶ 人権擁護機関

支援センター、警察等と連携を図りながら、

被害者に必要な助言、婦人相談所等一時保護施

設への紹介等の援助をし、暴力行為に及んだ者

48



資料編

等に対しては、これをやめるよう、説示、啓発

を行うことが必要である。

⑷ 民間団体との連携

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間団体では、相談業務、

同行支援、自立支援など大きな役割を担ってい

る。

５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等

⑴ 被害者に対する援助

婦人相談所において、医師、心理判定員等、

支援にかかわる職員が連携して被害者に対する

医学的又は心理学的な援助を行うことが必要で

ある。また、被害者が、地域での生活を送りな

がら、身近な場所で相談等の援助を受けられる

よう、支援センターは、カウンセリングを行う

ことや、専門家や民間団体等と連携し、適切な

相談機関を紹介するなどの対応を採ることが必

要である。

⑵ 子どもに対する援助

児童相談所において、医学的又は心理学的な

援助を必要とする子どもに対して、精神科医や

児童心理司等が連携を図りながら、カウンセリ

ング等を実施することが必要である。また、学

校及び教育委員会並びに支援センターは、学校

において、スクールカウンセラー等が相談に応

じていること等について、適切に情報提供を行

うことが必要である。

⑶ 医療機関との連携

支援センターは、被害者本人及びその子ども

を支援するに当たって、専門医学的な判断や治

療を必要とする場合は、医療機関への紹介、あ

っせんを行うことが必要である。

６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一

時保護等

⑴ 緊急時における安全の確保

婦人相談所の一時保護所が離れている等の場

合において、緊急に保護を求めてきた被害者を

一時保護が行われるまでの間等に適当な場所に

かくまう、又は避難場所を提供すること等の緊

急時における安全の確保は、身近な行政主体で

ある市町村において、地域における社会資源を

活用して積極的に実施されることが望ましい。

⑵ 一時保護

一時保護は、配偶者からの暴力を避けるため

緊急に保護すること等を目的に行われるもので

あるから、夜間、休日を問わず、一時保護の要

否判断を速やかに行う体制を整えることが必要

である。また、それぞれの被害者の状況等を考

慮し、被害者にとって最も適当と考えられる一

時保護の方法及び施設を選定することが必要で

ある。

⑶ 婦人保護施設等

婦人保護施設は、適切な職員を配置し、心身

の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向け

た支援を行うことが必要である。母子生活支援

施設は、適切な職員を配置し、子どもの保育や

教育等を含め、母子について心身の健康の回復

や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行う

とともに、退所後についても相談その他の援助

を行うことが必要である。

⑷ 広域的な対応

都道府県域を越えて一時保護・施設入所がな

される広域的な対応も増加しており、これら地

方公共団体間の広域的な連携を円滑に実施する

ことが必要である。

７ 被害者の自立の支援

⑴ 関係機関等との連絡調整等

支援センターが中心となって関係機関の協議

会等を設置し、関係機関等の相互の連携体制に

ついて協議を行うとともに、各機関の担当者が

参加して、具体的な事案に即して協議を行う場

も継続的に設けることが望ましい。また、手続

の一元化や同行支援を行うことにより、被害者

の負担の軽減と、手続の円滑化を図ることが望

ましい。

⑵ 被害者等に係る情報の保護

支援センターは、住民基本台帳の閲覧等に関

し、被害者を保護する観点から、加害者からの

請求については閲覧させない等の措置が執られ

ていることについて、情報提供等を行うことが

必要である。また、住民基本台帳からの情報に

基づき事務の処理を行う関係部局においては、

閲覧等の制限の対象となっている被害者につい

て、特に厳重に情報の管理を行うことが必要で

ある。

⑶ 生活の支援

福祉事務所及び母子・父子自立支援員におい

ては、法令に基づき被害者の自立支援を行うこ

とが必要である。福祉事務所においては、被害

者が相談・申請を行う場所や、生活保護の申請

を受けて、扶養義務者に対して扶養の可能性を

調査する際の方法や範囲等に関し、被害者の安

全確保の観点から適切に配慮することが必要で

ある。

⑷ 就業の支援

公共職業安定所や職業訓練施設においては、

被害者一人一人の状況に応じたきめ細かな就業

支援に積極的に取り組むことが必要である。ま

た、子どものいる被害者については、母子家庭

等就業・自立支援センターにおける就業相談等

の活用についても積極的に促すことが必要であ

る。

⑸ 住宅の確保

公営住宅の事業主体において、被害者の自立

支援のため、公営住宅の優先入居や目的外使用

等の制度が一層活用されることが必要である。

また、都道府県等においては、身元保証人が得

られないことでアパート等の賃借が困難となっ

ている被害者のための身元保証人を確保するた

めの事業の速やかな普及を図ることが望ましい。

⑹ 医療保険

婦人相談所等が発行する証明書を持って保険

者に申し出ることにより、健康保険における被

扶養者又は国民健康保険組合における組合員の

世帯に属する者から外れること、また、第三者

行為による傷病についても、保険診療による受

診が可能であること等の情報提供等を行うこと

が必要である。
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⑺ 年金

被害者が年金事務所において手続をとること

により、国民年金原簿等に記載されている住所

等が知られることのないよう、秘密の保持に配

慮した取扱いが行われること等について、情報

提供等を行うことが必要である。

⑻ 子どもの就学･保育等

支援センターは、被害者等の安全の確保を図

りつつ、子どもの教育を受ける権利が保障され

るよう、教育委員会、学校と連絡をとるととも

に、被害者に対し、必要な情報提供を行うこと

が必要である。国においては、市町村に対し、

保育所への入所については、母子家庭等の子ど

もについて、保育所入所の必要性が高いものと

して優先的に取り扱う特別の配慮を引き続き求

めるよう努める。また、支援センターにおいて

は、住民票の記載がなされていない場合であっ

ても、予防接種や健診が受けられることについ

て、情報提供等を行うことが必要である。

⑼ その他配偶者暴力相談支援センターの取組

離婚調停手続等について各種の法律相談窓

口を紹介するなど、被害者の自立を支援するた

めに必要な措置を講ずることが望ましい。資力

の乏しい被害者が無料法律相談等民事法律扶助

制度を利用しやすくするため、日本司法支援セ

ンターに関する情報の提供を行うことが望まし

い。また、住民票の記載がなされていない場合

の介護給付等の扱いについて情報提供を行うこ

とが必要である。

８ 保護命令制度の利用等

⑴ 保護命令制度の利用

被害者が保護命令の申立てを希望する場合に

は、申立先の裁判所や申立書等の記入方法等に

ついての助言を行うとともに、保護命令の手続

の中で、申立書や添付した証拠書類の写し等が

裁判所から相手方に送付されること、緊急に保

護命令を発令しなければ被害者の保護ができな

い場合において、暴力等の事実など保護命令の

発令要件の証明が可能なときは、裁判所に対し、

審尋等の期日を経ずに発令するようにその事情

を申し出ることができること等について、被害

者に対し説明することが必要である。

⑵ 保護命令の通知を受けた場合の対応

ア 警察

速やかに被害者と連絡を取り、被害者の意

向を確認した上で被害者の住所又は居所を訪

問するなどして、緊急時の迅速な通報等につ

いて教示することが必要である。また、加害

者に対しても、保護命令の趣旨及び保護命令

違反が罪に当たることを認識させ、保護命令

が確実に遵守されるよう指導警告等を行うこ

とが必要である。

イ 配偶者暴力相談支援センター

速やかに被害者と連絡を取り、安全の確保

や、親族等への接近禁止命令が出された場合

には、当該親族等へその旨連絡すること等、

保護命令発令後の留意事項について情報提供

を行うことが必要である。また、警察と連携

を図って被害者の安全の確保に努めることが

必要である。

９ 関係機関の連携協力等

⑴ 連携協力の方法

被害者の支援のためには、関係機関が共通認

識を持ち、日々の相談、一時保護、自立支援等

様々な段階において、緊密に連携しつつ取り組

むことが必要である。

⑵ 関係機関による協議会等

関係部局や機関の長により構成される代表者

会議、被害者の支援に直接携わる者により構成

される実務者会議、実際の個別の事案に対応す

る個別ケース検討会議等、重層的な構成にする

ことが望ましい。参加機関としては、都道府県

又は市町村の関係機関はもとより、関係する行

政機関、民間団体等について、地域の実情に応

じ、参加を検討することが望ましい。

⑶ 関連する地域ネットワークの活用

関連の深い分野における既存のネットワーク

との連携や統合により、関連施策との連携協力

を効果的かつ効率的に進めることについても、

検討することが望ましい。

⑷ 広域的な連携

市町村又は都道府県の枠を越えた関係機関の

広域的な連携が必要になる場合も考えられるこ

とから、あらかじめ、近隣の地方公共団体と連

携について検討しておくことが望ましい。

１０ 職務関係者による配慮・研修及び啓発

⑴ 職務関係者による配慮

職務関係者は、配偶者からの暴力の特性等を

十分理解した上で、被害者の立場に配慮して職

務を行うことが必要である。特に被害者と直接

接する場合は、被害者に更なる被害（二次的被

害）が生じることのないよう配慮することが必

要である。職務を行う際は、被害者等に係る情

報の保護に十分配慮することが必要である。ま

た、被害者には、外国人や障害者である者等も

当然含まれていること等に十分留意しつつ、そ

れらの被害者の立場に配慮して職務を行うこと

が必要である。

⑵ 職務関係者に対する研修及び啓発

研修及び啓発の実施に当たっては、配偶者か

らの暴力の特性や被害者の立場を十分に理解し

た上での対応が徹底されるよう配慮することが

必要である。特に、被害者と直接接する立場の

者に対する研修及び啓発においては、二次的被

害の防止の観点が重要である。

１１ 苦情の適切かつ迅速な処理

関係機関においては、申し出られた苦情につ

いて、誠実に受け止め、適切かつ迅速に処理し、

必要に応じ、職務の執行の改善に反映するとと

もに、可能な限り処理結果について申立人に対

する説明責任を果たすことが望ましい。

１２ 教育啓発

⑴ 啓発の実施方法と留意事項

啓発の実施に際しては、関係機関が連携協力

して取り組むことが効果的だと考えられる。啓

発を通じて、地域住民に対して、配偶者からの

暴力に関する的確な理解と協力が得られるよう

努めることが必要である。
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⑵ 若年層への教育啓発

配偶者からの暴力の防止に資するよう、学

校・家庭・地域において、人権尊重の意識を高

める教育啓発や男女平等の理念に基づく教育等

を促進することが必要である。

１３ 調査研究の推進等

⑴ 調査研究の推進

国においては、加害者の更生のための指導の

方法に関する調査研究について、いかに被害者

の安全を高めるか等をその目的とするよう留意

して、配偶者からの暴力に関する加害者に対す

る指導等の実施に向けた調査研究の推進に努め

る。また、被害者の心身の健康を回復させるた

めの方法等について、配偶者からの暴力の被害

の実態把握や被害者の自立支援に寄与するため、

調査研究の推進に努める。

⑵ 人材の育成等

関係機関は、被害者の支援に係る人材の育成

及び資質の向上について、職務関係者に対する

研修等を通じ、十分配慮することが必要であ

１４ 民間の団体に対する援助等

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るためには、国、都道府県及び市町村と、民

間団体等とが緊密に連携を図りながら、より効

果的な施策の実施を図っていくことが必要であ

る。どのような連携を行うかは、それぞれの地

域の実情と民間団体等の実態等を踏まえ、それ

ぞれの都道府県又は市町村において判断するこ

とが望ましい

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する重要事項

１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価

国及び地方公共団体における施策の実施状況等

を把握するとともに、基本方針に基づく施策の実

施状況に係る評価を適宜行い、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。

２ 基本計画の策定・見直しに係る指針

⑴ 基本計画の策定

基本計画の策定に際しては、その地域におけ

る配偶者からの暴力をめぐる状況や施策の実施

状況を把握することが必要である。策定に当

たっては、基本方針に掲げた各項目の関係部局

が連携して取り組むことが望ましい。また、被

害者の支援に取り組む民間団体等広く関係者の

意見を聴取することが望ましい。

⑵ 基本計画の見直し等

基本計画については、基本方針の見直しに合

わせて見直すことが必要である。なお、計画期

間内であっても、新たに基本計画に盛り込むべ

き事項が生じるなどの場合は、必要に応じ、基

本計画を見直すことが望ましい。

51



資料編

◆児童虐待の防止等に関する法律

（平成１２年５月２４日法律第８２号）

最終改正：平成２８年６月３日法律第６３号

（最終改正までの未施行法令）

平成２８年６月３日法律第６３号 （一部未施行）

（目的）

第１条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく

侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影

響を与えるとともに、我が国における将来の世代の

育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対す

る虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他

の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責

務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の

ための措置等を定めることにより、児童虐待の防止

等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の

擁護に資することを目的とする。

（児童虐待の定義）

第２条 この法律において、「児童虐待」とは、保護

者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児

童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその

監護する児童（１８歳に満たない者をいう。以下同

じ。）について行う次に掲げる行為をいう。

１ 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれ

のある暴行を加えること。

２ 児童にわいせつな行為をすること又は児童をし

てわいせつな行為をさせること。

３ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい

減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人によ

る前２号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放

置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

４ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対

応、児童が同居する家庭における配偶者に対

する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体

に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害

な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著

しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

（児童に対する虐待の禁止）

第３条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

（国及び地方公共団体の責務等）

第４条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び

早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の

保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後１８歳と

なった者に対する自立の支援を含む。第３項及び次

条第２項において同じ。）並びに児童虐待を行った

保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他

の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育

環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含

む。）で生活するために必要な配慮をした適切な指

導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係

機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支

援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等

のために必要な体制の整備に努めなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機

関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職

員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に

職務上関係のある者が児童虐待を早期に発

見し、その他児童虐待の防止に寄与することが

できるよう、研修等必要な措置を講ずるものと

する。

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児

童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき

適切に行うことができるよう、児童相談所等関

係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の

職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自

立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資

質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ず

るものとする。

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資

するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼ

す影響、児童虐待に係る通告義務等について必

要な広報その他の啓発活動に努めなければなら

ない。

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児

童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例

の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早

期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の

ケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び

支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設

の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その

他児童虐待の防止等のために必要な事項につい

ての調査研究及び検証を行うものとする。

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健

やかに育成することについて第一義的責任を有

するものであって、親権を行うに当たっては、

できる限り児童の利益を尊重するよう努めなけ

ればならない。

７ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭

（家庭における養育環境と同様の養育環境及び

良好な家庭的環境を含む。）及び近隣社会の連

帯が求められていることに留意しなければなら

ない。

（児童虐待の早期発見等）

第５条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の

福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職

員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護

士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、

児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚

し、児童虐待の早期発見に努めなければならな

い。

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他

の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童

の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共
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団体の施策に協力するよう努めなければならな

い。

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に

対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発

に努めなければならない。

（児童虐待に係る通告）

第６条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見

した者は、速やかに、これを市町村、都道府県

の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は

児童委員を介して市町村、都道府県の設置する

福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなけれ

ばならない。

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法 （昭

和２２年法律第１６４号）第２５条第一項の

規定による通告とみなして、同法 の規定を適

用する。

３ 刑法 （明治４０年法律第４５号）の秘密

漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、第１項の規定による通告をする義務の

遵守を妨げるものと解釈してはならない。

第７条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所

又は児童相談所が前条第１項の規定による通告

を受けた場合においては、当該通告を受けた市

町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童

相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告

を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事

項であって当該通告をした者を特定させるもの

を漏らしてはならない。

（通告又は送致を受けた場合の措置）

第８条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務

所が第六条第１項の規定による通告を受けたと

きは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応

じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職

員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面

会その他の当該児童の安全の確認を行うための

措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる

措置を採るものとする。

１ 児童福祉法第２５条の７第１項第１号若しく

は第２項第１号又は第２５条の８第１号の規定

により当該児童を児童相談所に送致すること。

２ 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭

の求め及び調査若しくは質問、第九条第１項の

規定による立入り及び調査若しくは質問又は児

童福祉法第３３条第１項若しくは第２項の規定

による一時保護の実施が適当であると認めるも

のを都道府県知事又は児童相談所長へ通知する

こと。

⑵ 児童相談所が第６条第１項の規定による通

告又は児童福祉法第２５条の７第１項第１号若

しくは第２項第１号若しくは第２５条の８第１

号の規定による送致を受けたときは、児童相談

所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、

児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つ

つ、当該児童との面会その他の当該児童の安全

の確認を行うための措置を講ずるとともに、必

要に応じ同法第３３条第１項の規定により当該

児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託し

て、当該一時保護を行わせるものとする。

⑶ 前２項の児童の安全の確認を行うための措

置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者

は、速やかにこれを行うものとする。

（出頭要求等）

第８条の２ 都道府県知事は、児童虐待が行われ

ているおそれがあると認めるときは、当該児童

の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭する

ことを求め、児童委員又は児童の福祉に関する

事務に従事する職員をして、必要な調査又は質

問をさせることができる。この場合において

は、その身分を証明する証票を携帯させ、関係

者の請求があったときは、これを提示させなけ

ればならない。

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童

の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該保護者に

対し、出頭を求める理由となった事実の内容、

出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の

氏名その他必要な事項を記載した書面により告

知しなければならない。

３ 都道府県知事は、第１項の保護者が同項の規

定による出頭の求めに応じない場合は、次条第

１項の規定による児童委員又は児童の福祉に関

する事務に従事する職員の立入り及び調査又は

質問その他の必要な措置を講ずるものとする。

（立入調査等）

第９条 都道府県知事は、児童虐待が行われてい

るおそれがあると認めるときは、児童委員又は

児童の福祉に関する事務に従事する職員をし

て、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調

査又は質問をさせることができる。この場合に

おいては、その身分を証明する証票を携帯さ

せ、関係者の請求があったときは、これを提示

させなければならない。

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に

関する事務に従事する職員の立入り及び調査又

は質問は、児童福祉法第２９条の規定による児

童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する

職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同

法第６１条の５の規定を適用する。

（再出頭要求等）

第９条の２ 都道府県知事は、第８条の２第１項

の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当

な理由なく同項の規定による児童委員又は児童

の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又

は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合におい

て、児童虐待が行われているおそれがあると認

めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同

伴して出頭することを求め、児童委員又は児童

の福祉に関する事務に従事する職員をして、必

要な調査又は質問をさせることができる。この

場合においては、その身分を証明する証票を携

帯させ、関係者の請求があったときは、これを

提示させなければならない。

２ 第８条の２第２項の規定は、前項の規定によ

る出頭の求めについて準用する。

（臨検、捜索等）

第９条の３ 都道府県知事は、第８条の２第１項

の保護者又は第９条第１項の児童の保護者が正

当な理由なく同項の規定による児童委員又は児

童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り
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又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合にお

いて、児童虐待が行われている疑いがあるとき

は、当該児童の安全の確認を行い、又はその安

全を確保するため、児童の福祉に関する事務に

従事する職員をして、当該児童の住所又は居所

の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又

は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可

状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検

させ、又は当該児童を捜索させることができる。

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は

捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務

に従事する職員をして、必要な調査又は質問を

させることができる。

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許

可状」という。）を請求する場合においては、

児童虐待が行われている疑いがあると認められ

る資料、臨検させようとする住所又は居所に当

該児童が現在すると認められる資料及び当該児

童の保護者が第九条第一項の規定による立入り

又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したことを証

する資料を提出しなければならない。

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁

判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、

臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並び

に有効期間、その期間経過後は執行に着手する

ことができずこれを返還しなければならない

旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己

の記名押印した許可状を都道府県知事に交付し

なければならない。

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関す

る事務に従事する職員に交付して、第１項の規

定による臨検又は捜索をさせるものとする。

６ 第１項の規定による臨検又は捜索に係る制度

は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対

して行うものであるために他人から認知される

こと及び児童がその被害から自ら逃れることが

困難である等の特別の事情から児童の生命又は

身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるこ

とにかんがみ特に設けられたものであることを

十分に踏まえた上で、適切に運用されなければ

ならない。

（臨検又は捜索の夜間執行の制限）

第９条の４ 前条第１項の規定による臨検又は捜

索は、許可状に夜間でもすることができる旨の

記載がなければ、日没から日の出までの間に

は、してはならない。

２ 日没前に開始した前条第１項の規定による臨

検又は捜索は、必要があると認めるときは、日

没後まで継続することができる。

（許可状の提示）

第９条の５ 第９条の３第１項の規定による臨検

又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者

に提示しなければならない。

（身分の証明）

第９条の６ 児童の福祉に関する事務に従事する

職員は、第９条の３第１項の規定による臨検若

しくは捜索又は同条第２項の規定による調査若

しくは質問（以下「臨検等」という。）をする

ときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければ

ならない。

（臨検又は捜索に際しての必要な処分）

第９条の７ 児童の福祉に関する事務に従事する

職員は、第９条の３第１項の規定による臨検又

は捜索をするに当たって必要があるときは、錠

をはずし、その他必要な処分をすることができ

る。

（臨検等をする間の出入りの禁止）

第９条の８ 児童の福祉に関する事務に従事する

職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、

許可を受けないでその場所に出入りすることを

禁止することができる。

（責任者等の立会い）

第９条の９ 児童の福祉に関する事務に従事する

職員は、第９条の３第１項の規定による臨検又

は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは

居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代

表者、代理人その他これらの者に代わるべき者

を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を

立ち会わせなければならない。

２ 前項の場合において、同項に規定する者を立

ち会わせることができないときは、その隣人で

成年に達した者又はその地の地方公共団体の職

員を立ち会わせなければならない。

（警察署長に対する援助要請等）

第１０条 児童相談所長は、第８条第２項の児童

の安全の確認を行おうとする場合、又は同項の

一時保護を行おうとし、若しくは行わせようと

する場合において、これらの職務の執行に際し

必要があると認めるときは、当該児童の住所又

は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助

を求めることができる。都道府県知事が、第九

条第１項の規定による立入り及び調査若しくは

質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合

についても、同様とする。

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安

全の確認及び安全の確保に万全を期する観点か

ら、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定に

より警察署長に対し援助を求めなければならな

い。

３ 警察署長は、第１項の規定による援助の求め

を受けた場合において、児童の生命又は身体の

安全を確認し、又は確保するため必要と認める

ときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職

務の執行を援助するために必要な警察官職務執

行法 （昭和２３年法律第１３６号）その他の

法令の定めるところによる措置を講じさせるよ

う努めなければならない。

（調書）

第１０条の２ 児童の福祉に関する事務に従事す

る職員は、第９条の３第１項の規定による臨検

又は捜索をしたときは、これらの処分をした年

月日及びその結果を記載した調書を作成し、立

会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押

印しなければならない。ただし、立会人が署名

押印をせず、又は署名押印することができない

ときは、その旨を付記すれば足りる。
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（都道府県知事への報告）

第１０条の３ 児童の福祉に関する事務に従事す

る職員は、臨検等を終えたときは、その結果を

都道府県知事に報告しなければならない。

（行政手続法の適用除外）

第１０条の４ 臨検等に係る処分については、行

政手続法 （平成５年法律第８８号）第３章の規

定は、適用しない。

（審査請求の制限）

第１０条の５ 臨検等に係る処分については、審

査請求をすることができない。

（行政事件訴訟の制限）

第１０条の６ 臨検等に係る処分については、行

政事件訴訟法 （昭和３７年法律第１３９号）

第３７条の４の規定による差止めの訴えを提起

することができない。

（児童虐待を行った保護者に対する指導等）

第１１条 児童虐待を行った保護者について児童

福祉法第２７条第１項第２号の規定により行わ

れる指導は、親子の再統合への配慮その他の児

童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育

環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を

含む。）で生活するために必要な配慮の下に適

切に行われなければならない。

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法

第２７条第１項第２号の措置が採られた場合に

おいては、当該保護者は、同号の指導を受けな

ければならない。

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受

けないときは、都道府県知事は、当該保護

者に対し、同項の指導を受けるよう勧告するこ

とができる。

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受

けた保護者が当該勧告に従わない場合において

必要があると認めるときは、児童福祉法第３３

条第２項の規定により児童相談所長をして児童

虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は適

当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、

同法第２７条第１項第３号又は第２８条第１項

の規定による措置を採る等の必要な措置を講ず

るものとする。

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を

受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護す

る児童に対し親権を行わせることが著しく当該

児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、

適切に、児童福祉法第３３条の７の規定による

請求を行うものとする。

（面会等の制限等）

第１２条 児童虐待を受けた児童について児童福

祉法第２７条第１項第３号の措置（以下「施

設入所等の措置」という。）が採られ、又は同

法第３３条第１項若しくは第２項の規定による

一時保護が行われた場合において、児童虐待の

防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必

要があると認めるときは、児童相談所長及び当

該児童について施設入所等の措置が採られてい

る場合における当該施設入所等の措置に係る同

号に規定する施設の長は、厚生労働省令で定め

るところにより、当該児童虐待を行った保護者

について、次に掲げる行為の全部又は一部を制

限することができる。

⑴ 当該児童との面会

⑵ 当該児童との通信

２ 前項の施設の長は、同項の規定による制限を

行った場合又は行わなくなった場合は、その旨

を児童相談所長に通知するものとする。

３ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の

措置（児童福祉法第２８条の規定によるものに

限る。）が採られ、又は同法第３３条第１項若

しくは第２項の規定による一時保護が行われた

場合において、当該児童虐待を行った保護者に

対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたと

すれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそ

れがある等再び児童虐待が行われるおそれがあ

り、又は当該児童の保護に支障をきたすと認め

るときは、児童相談所長は、当該保護者に対

し、当該児童の住所又は居所を明らかにしない

ものとする。

第１２条の２ 児童虐待を受けた児童について施

設入所等の措置（児童福祉法第２８条の規定に

よるものを除く。以下この項において同じ。）

が採られた場合において、当該児童虐待を行っ

た保護者に当該児童を引き渡した場合には再び

児童虐待が行われるおそれがあると認められる

にもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡

しを求めること、当該保護者が前条第１項の規

定による制限に従わないことその他の事情から

当該児童について当該施設入所等の措置を採る

ことが当該保護者の意に反し、これを継続する

ことが困難であると認めるときは、児童相談所

長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第３

３条第１項の規定により当該児童の一時保護を

行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護

を行わせることができる。

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った、

又は行わせた場合には、速やかに、児童福祉法

第２６条第１項第１号の規定に基づき、同法第

２８条の規定による施設入所等の措置を要する

旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第１２条の３ 児童相談所長は、児童福祉法第３

３条第１項の規定により、児童虐待を受けた児

童について一時保護を行っている、又は適当な

者に委託して、一時保護を行わせている場合

（前条第一項の一時保護を行っている、又は行

わせている場合を除く。）において、当該児童

について施設入所等の措置を要すると認めると

きであって、当該児童虐待を行った保護者に当

該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行

われるおそれがあると認められるにもかかわら

ず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めるこ

と、当該保護者が第１２条第一項の規定による

制限に従わないことその他の事情から当該児童

について施設入所等の措置を採ることが当該保

護者の意に反すると認めるときは、速やかに、

同法第２６条第１項第１号 の規定に基づき、同

法第２８条の規定による施設入所等の措置を要

する旨を都道府県知事に報告しなければならな

い。
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第１２条の４ 都道府県知事は、児童虐待を受け

た児童について施設入所等の措置（児童福祉法

第２８条の規定によるものに限る。）が採られ、

かつ、第１２条第１項の規定により、当該児童

虐待を行った保護者について、同項各号に掲げ

る行為の全部が制限されている場合において、

児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保

護のため特に必要があると認めるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、６月を超えな

い期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童

の住所若しくは居所、就学する学校その他の場

所において当該児童の身辺につきまとい、又は

当該児童の住所若しくは居所、就学する学校そ

の他その通常所在する場所（通学路その他の当

該児童が日常生活又は社会生活を営むために通

常移動する経路を含む。）の付近をはいかいし

てはならないことを命ずることができる。

２ 都道府県知事は、前項に規定する場合におい

て、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受

けた児童の保護のため特に必要があると認める

ときは、６月を超えない期間を定めて、同項の

規定による命令に係る期間を更新することがで

きる。

３ 都道府県知事は、第一項の規定による命令を

しようとするとき（前項の規定により第１項の

規定による命令に係る期間を更新しようとする

ときを含む。）は、行政手続法第１３条第１項

の規定による意見陳述のための手続の区分にか

かわらず、聴聞を行わなければならない。

４ 第１項の規定による命令をするとき（第２項

の規定により第１項の規定による命令に係る期

間を更新するときを含む。）は、厚生労働省令

で定める事項を記載した命令書を交付しなけれ

ばならない。

５ 第１項の規定による命令が発せられた後に児

童福祉法第２８条の規定による施設入所等の措

置が解除され、停止され、若しくは他の措置に

変更された場合又は第１２条第１項の規定によ

る制限の全部又は一部が行われなくなった場合

は、当該命令は、その効力を失う。同法第２８

条第３項の規定により引き続き施設入所等の措

置が採られている場合において、第１項の規定

による命令が発せられたときであって、当該命

令に係る期間が経過する前に同条第２項 の規定

による当該施設入所等の措置の期間の更新に係

る承認の申立てに対する審判が確定したとき

も、同様とする。

６ 都道府県知事は、第１項の規定による命令を

した場合において、その必要がなくなったと認

めるときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、その命令を取り消さなければならない。

（施設入所等の措置の解除等）

第１３条 都道府県知事は、児童虐待を受けた

児童について施設入所等の措置が採られ、及び

当該児童の保護者について児童福祉法第２７条

第１項第２号の措置が採られた場合において、

当該児童について採られた施設入所等の措置を

解除しようとするときは、当該児童の保護者に

ついて同号の指導を行うこととされた児童福

祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護

者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に

対し再び児童虐待が行われることを予防するた

めに採られる措置について見込まれる効果その

他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければ

ならない。

２ 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童につ

いて施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉

法第３３条第２項の規定による一時保護が行わ

れた場合において、当該児童について採られた

施設入所等の措置又は行われた一時保護を解除

するときは、当該児童の保護者に対し、親子の

再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が

家庭で生活することを支援するために必要な助

言を行うことができる。

３ 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全

部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託す

ることができる。

４ 前項の規定により行われる助言に係る事務に

従事する者又は従事していた者は、その事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（施設入所等の措置の解除時の安全確認等）

第１３条の２ 都道府県は、児童虐待を受けた児

童について施設入所等の措置が採られ、又は児

童福祉法第３３条第２項の規定による一時保護

が行われた場合において、当該児童について採

られた施設入所等の措置若しくは行われた一時

保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰

宅するときは、必要と認める期間、市町村、児

童福祉施設その他の関係機関との緊密な連携を

図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問する

ことにより当該児童の安全の確認を行うととも

に、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該

児童の養育に関する指導、助言その他の必要な

支援を行うものとする。

（児童虐待を受けた児童等に対する支援）

第１３条の３ 市町村は、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に

規定する特定教育・保育施設（次項において

「特定教育・保育施設」という。）又は同法第

４３条第３項に規定する特定地域型保育事業

（次項において「特定地域型保育事業」という。）

の利用について、同法第４２条第１項若しくは

第５４条第１項の規定により相談、助言若しく

はあっせん若しくは要請を行う場合又は児童福

祉法第２４条第３項の規定により調整若しくは

要請を行う場合には、児童虐待の防止に寄与す

るため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮

をしなければならない。

２ 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子

育て支援法第２９条第１項に規定する特定地域

型保育事業者は、同法第３３条第２項又は第４

５条第２項の規定により当該特定教育・保育施

設を利用する児童（同法第１９条第１項第２号

又は第３号 に該当する児童に限る。以下この項

において同じ。）又は当該特定地域型保育事業

者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を

選考するときは、児童虐待の防止に寄与するた

め、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をし

なければならない。
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３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児

童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受け

られるようにするため、教育の内容及び方法の

改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ

ばならない。

４ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、

進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた

者の自立の支援のための施策を講じなければな

らない。

（資料又は情報の提供）

第１３条の４ 地方公共団体の機関及び病院、診療所、

児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教

育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）

並びに医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の

教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連する

職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置す

る福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に

係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者

の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る

当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料

又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は

情報について、当該市町村長、都道府県の設置する

福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止

等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用

し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、

これを提供することができる。ただし、当該資料又

は情報を提供することによって、当該資料又は情報

に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者

の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら

れるときは、この限りでない。

（都道府県児童福祉審議会等への報告）

第１３条の５ 都道府県知事は、児童福祉法第８条第

２項 に規定する都道府県児童福祉審議会（同条第

１項 ただし書に規定する都道府県にあっては、地

方社会福祉審議会）に、第９条第１項の規定による

立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を

受けた児童に行われた同法第３３条第１項 又は第

２項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身

に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その

他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければな

らない。

（親権の行使に関する配慮等）

第１４条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに

際して、民法（明治２９年法律第８９号）第８２

０条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超

えて当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親

権の適切な行使に配慮しなければならない。

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、

傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を

行う者であることを理由として、その責めを免れ

ることはない。

（親権の喪失の制度の適切な運用）

第１５条 民法に規定する親権の喪失の制度は、児

童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の

観点からも、適切に運用されなければならない。

（大都市等の特例）

第１６条 この法律中都道府県が処理することとさ

れている事務で政令で定めるものは、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第

１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及

び同法第２５２条の２２第１項の中核市（以下

「中核市」という。）並びに児童福祉法第５９条

の４第１項 に規定する児童相談所設置市において

は、政令で定めるところにより、指定都市若しく

は中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市

等」という。）が処理するものとする。この場合

においては、この法律中都道府県に関する規定は、

指定都市等に関する規定として指定都市等に適用

があるものとする。

（罰則）

第１７条 第１２条の４第１項の規定による命令

（同条第２項の規定により同条第１項の規定に

よる命令に係る期間が更新された場合における

当該命令を含む。）に違反した者は、１年以下

の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

第１８条 第１３条第４項の規定に違反した者は、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る。

附 則 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月

を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、附則第３条中児童福祉法第

１１条第１項第５号の改正規定及び同法第１６

条の２第２項第４号の改正規定並びに附則第四

条の規定は、公布の日から起算して２年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

（検討）

第２条 児童虐待の防止等のための制度について

は、この法律の施行後３年を目途として、この

法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるも

のとする。

附 則（平成１３年１２月１２日法律第１５３号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月

を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。

（処分、手続等に関する経過措置）

第４２条 この法律の施行前に改正前のそれぞれ

の法律（これに基づく命令を含む。以下この条

において同じ。）の規定によってした処分、手

続その他の行為であって、改正後のそれぞれの

法律の規定に相当の規定があるものは、この附

則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそ

れぞれの法律の相当の規定によってしたものと

みなす。

（罰則に関する経過措置）

第４３条 この法律の施行前にした行為及びこの

附則の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの法律の施行後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

（経過措置の政令への委任）

第４４条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則（平成１５年７月１６日法律第１２１号）抄
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（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施

行する。

附 則（平成１６年４月１４日法律第三十号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１６年１０月１日から

施行する。ただし、第２条の規定は児童福祉法

の一部を改正する法律（平成１６年法律第１５

３号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の

日から、附則第３条の規定は同法の施行の日か

ら施行する。

（検討）

第２条 児童虐待の防止等に関する制度に関して

は、この法律の施行後３年以内に、児童の住所

又は居所における児童の安全の確認又は安全の

確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等

の制度のあり方その他必要な事項について、こ

の法律による改正後の児童虐待の防止等に関す

る法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるも

のとする。

附 則（平成１６年１２月３日法律第１５３号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１７年１月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

３ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）並

びに附則第３条、第４条、第６条及び第１０条

（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定平成

１７年４月１日

４ 第２条中児童福祉法第５９条の４の改正規定

及び附則第１０条中児童虐待の防止等に関する

法律（平成１２年法律第８２号）第１６条の改

正規定 平成１８年４月１日

附 則（平成１７年１１月７日法律第１２３号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

１ 附則第２４条、第４４条、第１０１条、第

１０３条、第１１６条から第１１８条まで及び

第１２２条の規定 公布の日

２ 第５条第１項（居宅介護、行動援護、児童デ

イサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部

分を除く。）、第３項、第５項、第６項、第９項

から第１５項まで、第１７項及び第１９項から第

２２項まで、第２章第１節（サービス利用計画作

成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特

別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医

療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、

第２８条第１項（第２号、第４号、第５号及び第

８号から第１０号までに係る部分に限る。）及び

第２項（第１号から第３号までに係る部分に限

る。）、第３２条、第３４条、第３５条、第３６

条第４項（第３７条第２項において準用する場合

を含む。）、第３８条から第４０条まで、第４１

条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者

の指定に係る部分に限る。）、第４２条（指定障

害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者

に係る部分に限る。）、第４４条、第４５条、第

４６条第１項（指定相談支援事業者に係る部分に

限る。）及び第２項、第４７条、第４８条第３項

及び第４項、第４９条第２項及び第３項並びに同

条第４項から第７項まで（指定障害者支援施設等

の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限

る。）、第５０条第３項及び第４項、第５１条

（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に

係る部分に限る。）、第７０条から第７２条まで、

第７３条、第７４条第２項及び第７５条（療養介

護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限

る。）、第２章第４節、第３章、第４章（障害福

祉サービス事業に係る部分を除く。）、第５章、

第９２条第１号（サービス利用計画作成費、特定

障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費

の支給に係る部分に限る。）、第２号（療養介護

医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る

部分に限る。）、第３号及び第４号、第９３条第

２号、第９４条第１項第２号（第９２条第３号に

係る部分に限る。）及び第２項、第９５条第１項

第２号（第９２条第２号に係る部分を除く。）及

び第２項第２号、第９６条、第１１０条（サービ

ス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例

特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該

当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分

に限る。）、第１１１条及び第１１２条（第４８

条第１項の規定を同条第３項及び第４項において

準用する場合に係る部分に限る。）並びに第１１４

条並びに第１１５条第１項及び第２項（サービス

利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特

定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当

療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に

限る。）並びに附則第１８条から第２３条まで、

第２６条、第３０条から第３３条まで、第３５条、

第３９条から第４３条まで、第４６条、第４８条

から第５０条まで、第５２条、第５６条から第

６０条まで、第６２条、第６５条、第６８条から

第７０条まで、第７２条から第７７条まで、第

７９条、第８１条、第８３条、第８５条から第

９０条まで、第９２条、第９３条、第９５条、第

９６条、第９８条から第１００条まで、第１０５

条、第１０８条、第１１０条、第１１２条、第

１１３条及び第１１５条の規定 平成１８年１０

月１日

（罰則の適用に関する経過措置）

第１２１条 この法律の施行前にした行為及びこの

附則の規定によりなお従前の例によることとされ

る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１２２条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。

附 則（平成１８年６月７日法律第５３号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

１ 第１９５条第２項、第１９６条第１項及

項、第１９９条の３第１項及び第４項、第２５２

条の１７、第２５２条の２２第１項並びに第２５２
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条の２３の改正規定並びに附則第４条、第６条、

第８条から第１０条まで及び第５０条の規定 公

布の日

２ 第９６条第１項の改正規定、第１００条の次に

１条を加える改正規定並びに第１０１条、第１０２条

第４項及び第５項、第１０９条、第１０９条の２、

第１１０条、第１２１条、第１２３条、第１３０

条第３項、第１３８条、第１７９条第１項、

第２０７条、第２２５条、第２３１条の２、第２

３４条第３項及び第５項、第２３７条第３項、第

２３８条第１項、第２３８条の２第２項、第２３

８条の４、第２３８条の５、第２６３条の３並び

に第３１４条第１項の改正規定並びに附則第２２

条及び第３２条の規定、附則第３７条中地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条第

３項の改正規定、附則第４７条中旧市町村の合併

の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）附

則第２条第６項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同法第５条の２９の改正規定並び

に附則第５１条中市町村の合併の特例等に関する

法律（平成１６年法律第５９号）第４７条の改正

規定 公布の日から起算して１年を超えない範囲

内において政令で定める日

附 則（平成１９年６月１日法律第７３号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施

行する。

（検討）

第２条 政府は、この法律の施行後３年以内に、

児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁

護する観点から親権に係る制度の見直しについ

て検討を行い、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。

附 則（平成２０年１２月３日法律第８５号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２１年４月１日から施

行する。

附 則（平成２３年５月２５日法律第５３号）

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から

施行する。

附 則（平成２４年８月２２日法律第６７号）抄

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日

から施行する。

附 則（平成２６年６月１３日法律第６９号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）の施行の日から施行する。

附 則（平成２８年６月３日法律第６３号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

１ 第１条のうち児童福祉法の目次の改正規定、

同法第１条の改正規定、同法第２条に第１項及

び第２項として２項を加える改正規定、同法第

１章中第６節を第７節とし、第５節を第６節と

する改正規定、同章第４節を同章第５節とする

改正規定、同法第１０条第１項の改正規定、同

法第１１条第１項に１号を加える改正規定、同

章第３節を同章第４節とする改正規定、同章第

２節を同章第３節とする改正規定、同法第６条

の３第４項の改正規定、同法第１章中第１節を

第２節とし、同節の前に１節を加える改正規

定、同法第２３条第１項、第２６条第１項第２

号、第２７条第１項第２号、第３３条第１項及

び第２項、第３３条の２第１項及び第２項、第

３３条の２の２第１項並びに第３３条の３第１

項の改正規定、同法第２章第６節中第３３条の

９の次に１条を加える改正規定並びに同法第

３３条の１０、第３３条の１４第２項及び第５６

条第４項の改正規定、第４条中母子及び父子並び

に寡婦福祉法第３条の２第１項の改正規定、第５

条中母子保健法第５条第２項の改正規定並びに第

６条中児童虐待の防止等に関する法律第４条第１

項及び第７項、第８条第２項、第１０条第１項、

第１１条第１項及び第４項、第１２条の２、第

１２条の３、第１４条第１項並びに第１５条の改

正規定並びに附則第４条、第８条及び第１７条の

規定並びに附則第２１条中国家戦略特別区域法

（平成２５年法律第１０７号）第１２条の４第１

項及び第８項の改正規定（同条第１項及び第８項

中「第１章第６節」を「第１章第７節」に改める

部分に限る。） 公布の日

２ 第１条の規定（前号に掲げる改正規定を除

く。）、第３条の規定（売春防止法第３５条第四

項を削る改正規定を除く。）及び第６条の規定

（同号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第

９条の規定、附則第１８条中子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）附則第六条第二項

の改正規定及び附則第２１条の規定（前号に掲げ

る改正規定を除く。） 平成２８年１０月１日

（罰則に関する経過措置）

第７条 この法律の施行前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第８条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。
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一時保護

一時的に、配偶者と離れた専用の施設で安全に生活

すること。一時保護を行うかどうかは、婦人相談所長

が決定する。

女性困りごと相談室
新座市男女共同参画推進条例の規定に基づき、市民

が性別による差別的取扱い等男女共同参画の推進を阻

害する要因によって人権を侵害された場合の相談窓口

として、平成１２年（2000 年）１０月に設置した。

女性の人権ホットライン
配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセ

クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった

女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付

ける専用相談電話のこと。

電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながり、

女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員

が相談を受ける。

心的外傷後ストレス障害

（Post Traumatic Stress Disorder/ＰＴＳＤ）
強烈なショック体験、強い精神的ストレスが、ここ

ろのダメージとなって、時間がたってからも、その経

験に対して強い恐怖を感じる障がいのこと。震災など

の自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害などが原因

になると言われている。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（Social Networking Service/ＳＮＳ）

友人・知人等の社会的ネットワークをインターネッ

ト上で提供するコミュニティ型のサービスをいう。

デートＤＶ
交際相手からの暴力行為のこと。

ドメスティック・バイオレンス

（Domestic Violence/ＤＶ）

配偶者等の親密な関係にあるパートナー又はパート

ナーであった人から振るわれる暴力のこと。身体的暴

力のほか、言葉や態度による精神的暴力、生活費を渡

さないなどの経済的暴力、性的行為を強要する性的暴

力等がある。

新座市男女平等意識・実態調査
市民の家庭、地域、職場など様々な場面における男

女平等に関する意識と実態を把握し、新たな男女共同

参画基本計画の基礎資料とするために５年に１回実施

している。直近では平成２６年（2014 年）９月に実

施した。この調査では、新座市に在住する 20 歳以上

の 2,000 人を対象とし、回収数は 894（44.7％）

であった。

新座市ドメスティック・バイオレンス対策庁内

連携会議
ＤＶ防止と被害者の保護及び自立について、市の関

係各課が連携し、的確かつ迅速に支援を行うため、課

長級職員を委員として平成２３年（2011 年）３月に

設置した。

新座市ドメスティック・バイオレンス対策ネッ

トワーク
ＤＶ防止と被害者の保護及び自立について、関係機

関と団体が連携して総合的に推進するため、市の関係

各課の課長級職員ほか、県婦人相談センター、警察署

等の外部機関の職員等も構成員として平成２３年

（2011 年）３月に設置した。会議を開催し、支援に

係る情報共有、意見交換等を行っている。

二次的被害
被害者から支援を求められた者の不適切な言動によ

り、被害者が再度傷つけられること。

パープルリボン

ＤＶを始めとする様々な暴力をなくそうという国際

的なキャンペーンのシンボルのこと。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律【ＤＶ防止法】
配偶者等からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者

等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ること

を目的とした法律で、平成１３年（2001 年）に

施行された。

平成２５年（2013 年）の一部改正によって、

生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被

害者についても法の適用対象となった。

さ 行

た 行

な 行

は 行

あ 行

用語解説６
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策に関する基本的な方針

ＤＶ防止及び被害者支援に係る都道府県基本計画及

び市町村基本計画の策定、関係機関における支援の在

り方等について、国の基本方針を示したものである。

配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るた

めの業務を行う施設のこと。都道府県が設置する婦人

相談所などがその機能を果たしている。市町村が設置

する場合もある。

保護命令
被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防

止するために、裁判所が配偶者又は生活の本拠を共に

する交際相手に対し出す命令のこと。

民生委員・児童委員
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民

からの相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増

進に努めている。任期は３年間であり、児童委員を兼

ねている。

児童委員は、地域の子どもたちを見守り、子育ての

不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。

リベンジポルノ
元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、本人

の同意なくインターネット上に掲載するなどの嫌が

らせ行為のこと。

ま 行

ら 行
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➀安全な生活を確保するための支援の関係機関

相談・避難
相談・被害
申告（緊急の
場合は通報）

保護命令の申立て・
仮処分命令の
申立て

受診
（ケガ等をし
た場合）

新座市
（女性困りご
と相談室など）

配偶者暴力相談
支援センター
(w i th you
さいたまなど）

民間シェルター
など

警察 地方裁判所 病院

▶相談

▶一時保護の同

行支援

▶相談

▶一時保護

▶自立生活の促進

▶相談

▶配偶者暴力相談

支援センターから

一時保護を委託さ

れる場合あり

▶相談

▶被害者の保護

▶加害者の検挙

▶ストーカー規制

法に基づく警告等

▶警察本部長等の

援助

▶保護命令

▶接近禁止命令

▶退去命令

▶仮処分命令

▶被害者の発見

▶治療

▶診断書の作成

▶配偶者暴力相談

支援センターなど

の情報の提供

➁法的手続を進めるための支援の関係機関

相談 相談・弁護士の紹介依頼 相談・援助の申込み 離婚調停申立て

新座市
（人権推進課）

弁護士会
日本司法支援センター
（愛称：法テラス）

家庭裁判所

▶法律相談 ▶弁護士の紹介

▶裁判費用の立替え

▶離婚調停

調停不成立の場合

家庭裁判所

▶判決離婚・和解離婚等

③自立生活促進のための支援の関係機関
生活拠点の
確保

生活資金の
確保

住居の確保
子どもを
預ける

転校の
手続

就職活動

婦人相談所
など

新座市
福祉事務所

公営住宅
民間アパート

保育園・保
育士など

教育委員会
新座市

（経済振興課）
ハローワーク

▶婦人保護施

設

▶母子生活支

援施設

▶生活保護の

受給

▶児童扶養手

当ての受給等

▶子ども家庭

支援センター

▶一時保育

▶トワイライ

トステイ（放課

後～夜間）

▶ショートス

テイ

▶就労相談 ▶就職斡旋

▶職業訓練校

の紹介

７ 被害者の保護や支援を行う関係機関
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資料編

新座市の相談窓口

埼玉県の相談窓口

警察 ※緊急の場合は迷わず 110 番

その他の機関

※上記の各相談は、原則祝日・年末年始は行っていません。

相 談 窓 口 電 話 番 号 相 談 日 時

女性困りごと相談室

048-477-1835

（相談室直通）

月・火・木・金曜日（市役所）

午前9時～午後5時

048-486-8639

（にいざほっとぷらざ）

第2土曜日（にいざほっとぷらざ）

午前10時～午後6時

女性弁護士による法律相談

【予約制・面接相談】

048-477-1513

（人権推進課）

第2火曜日（市役所）

午前10時～午後3時

第4火曜日（にいざほっとぷらざ）

午前10時～午後3時

民生委員・児童委員に関すること
048-424-9607

（生活福祉課）

月～金曜日（市役所）

午前8時30分～午後5時15分

相 談 窓 口 電 話 番 号 相 談 日 時

埼玉県配偶者暴力相談支援センター

埼玉県婦人相談センター

ＤＶ相談担当
048-863-6060

月～土曜日／午前9時30分～午後8時30分

日曜日・祝日／午前9時30分～午後5時

埼玉県男女共同参画推進センター

（愛称：With Youさいたま）
048-600-3800

月～土曜日（第3木曜日を除く）

午前10時～午後8時30分

相 談 窓 口 電 話 番 号 相 談 日 時

新座警察署生活安全課 048-482-0110

月～金曜日／午前8時30分～午後5時15分
埼玉県警察

犯罪被害者相談センター
0120-381858

けいさつ総合相談センター
048-822-9110

又は＃9110

相 談 窓 口 電 話 番 号 相 談 日 時

女性の人権ホットライン

（さいたま地方法務局）
0570-070-810 月～金曜日／午前8時30分～午後5時15分

ＤＶ相談ナビ 0570-0-55210 自動音声により最寄りの相談窓口を案内します

ＤＶ相談窓口一覧８
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